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田辺信介・国際シンポジウムＤｉｏｘｉｎ２００５雑感
高橋義輝・アトピー性皮膚疾患の原因とみられるダイオキシン類について
中下裕子・「アスベスト対策基本法」（仮称）の立法提言について
相根昭典・解体期に入る日本の住宅とアスベスト
公開学習会「日本の米は大丈夫？一米のカドミウム汚染」

河登一郎・容器包装リサイクル制度見直しに関するパブリック・コメント
大竹千代子・日本リスク研究学会「予防原則」セッションに出席して
中下裕子・「化学物質汚染のない地球を求める東京宣言」賛同署名を提出しました！
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国際シンポジウムＤｉｏｌｘｌｉｎ２００５雑感

韓国、４７人（４％）

日本、１４４人（１３％）

ドイツ、４６人（４％）
アメリカ、２３３人（２０％）

カナダ、２８２人（２４％）

愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授田辺信介

２００５年８月２１日～２６日の間、カナダのトロントで、

ダイオキシン国際シンポジウム（ＤＩＯＸＩＮ２００５）が

開催された。今年のシンポジウムは第２５回目の区切

りの年ということで記念大会として企画され、過去

のシンポジウムとその研究成果を回顧した書翰の出

版、Ｈｕｔｚｉｎｇｅｒ教授やＲａｐｐｅ教授など初期の功績者への

労い、セッションサマリーの冊子配布などオーガナ

イザーによるさまざまな工夫がなされ、これまでに

な い 盛 況 で あ っ た。

今回のシンポジウムは４１カ国から１、１６０人の参加が

あり、過去最高の登録者数であった。参加者の国別

内 訳 （ 下 図 ） を み る と 、 カ ナ ダ （ ２ ４ ％ ） と 米 国

（２０％）でおよそ半数を占めた。日本からの参加者は

１４４名で全体の１３％を占め、依然としてダイオキシン

および類縁化合物に対するわが国研究者の閔心は高

い。しかし、途上国からの参加者は少なく、この原

因は登録料が高いこと、テロの影響で入国ビザの取

得が容易でないこと、などが考えられる。プラット

フォーム（口頭発表）は７９七ッション３９８演題、ポス

ターは２セッション４２０演題で合１１’＋８１８題の研究成果

が発表され、この数もこれまで最高であった２００３年

のボストン（米国）大会（総演題数７３４）を上回った。

また、企業、出版社、スポンサーの展示ブースも過

去最高の４０を上回り、ホームページヘのアクセスヒ

ット数は１７０万を越えたそうである。

８月２２日のオープンニングセレモニーでオーガナ

イザーの一人Ｄｒ．ＭｅｈｒａｎＡｌａｅｅは、「ダイオキシン対

策が効果を発揮しｌ止界の環境中ダイオキシン濃度は

低減しているが、ダイオキシンシンポジウムの参加

者は増えている」と、予想外の事態に喜びを述べた。

この「遅れ現象」は、ダイオキシンおよび類縁化合

物が根の深い新たな問題を生起していること、すな

わち科学的課題が未だ山積しており研究者のさらな

る 英 知 が 求 め ら れて い る こ と を 示 して い る 。 事 実、

今回のシンポジウムでは、多様なダイオキシン類縁

化合物が地球を巡り北極圏に到達していること、途

上国にも大きなダイオキシン類の発生源があること、

胎児・新生児などハイリスクライフステージヘの影

参加者の国別内訳

その他２０カ国以上、１８７人（１７％）

ノルウェー、２１人（２％）

中国、２９人（３％）、

イギリス、２９人（３％）ヽ

イタリア、３１人（３％）-

ベルギー、３４人（３％）-

スウェーデン、４０人（４％）

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．３７



響か懸念されること、新規環境化学物質の登場と汚

染の拡大など、科学的知見の集積と対策を必要とす

る問題が多数報告された。

ダイオキシンシンポジウムは、１９８０年にイタリア

のローマで第１回大会が開かれ、以降１９８３年を除い

て毎年開催されてきた。これまでにヨーロッパで１２

回、北アメリカで１０回、アジアで３回開催されてい

る。２５年問の総参加者数は１６、０００人以上、口頭発表

は９、０００件以上、要旨集“Ｏｒｌ；１１ｎｏｈａｌｏｇｅｎＣｏｍｐｏｕｎｄｓ”

に 掲 載 さ れ た こ れ ま で の 論 文 の 総 ペ ー ジ 数 は 約

３０、０００ページ、国際学術誌“Ｃｈｅｍｏ叩ｈｅｌ・ｅ”の特集号

に掲載された論文は約１５、０００ページと報告されてい

る。これらの数値および様々な過去の記録を塗り替

えた今回の大会は、格別の重みがある。

私はここ数年、ダイオキシン問題を取り巻くわが

国一部各界の意見に疑問を感じてきた。進むべき道

が ど こ か の 段 階 か ら 妙 な 方 向 へ と 向 いて し ま っ た か

らである。しかしダイオキシンシンポジウムの参加

者、少なくとも世界の研究者の見識は異なるようで

ある。今回のダイオキシンシンポジウムに参加して、

「予防原則がなかなか定着しない日本、一方で予防原

則を前提として考究する先行世界の存在」を感じた。

「ダイオキシン問題は終わった」とする見解は世界の

環境研究の趨勢に反しているが、科学の枠におさめ

きれない新しい知が生まれていることも事実であり、

科学技術の外側にある活動との連携すなわち科学と

社会の融合研究を一層推進する必要がある。

２００６年のダイオキシンシンポジウムはノルウエー

の オ ス ロ で 開 催 さ れ る こ と が 決 定 して い る 。 ま た、

２００７年は東京での開催が予定されており、身近で世

界のダイオキシン研究の熱い風に吹かれることが可

能 に な り そ う で あ る。

アトピー性皮膚疾患の原因とみられる
ダイオキシン類について

ダイオキシン類研究家高橋義輝

１、ＡＤの発症原因としてダイオキシン類が
関連するのではないかとする根拠

私が実 施 し た Ａ Ｄ の 原 因 調 査 の 中 で、 最 終 的 に 依

頼 分 析 し た と こ ろ 木 綿 布 団 わ た か ら ダイ オ キ シ ン 類

の検出があったこと。併せて分子生物学分野の近年

の 研 究 か ら ダイ オ キ シ ン 類 の 存 在 下 に お いて 免 疫 機

能の変調が惹起することが明らかになってきており、

この免疫機能の変調がアレルギー疾患であるＡＤを

発 症 さ せ て い る と 考 え ら れ る こ と。

２ 、 Ａ Ｄ の 原 因 と して ダイ オ キ シ ン 類 を 推 定

する根拠の説明
①私ははじめに住居環境等とＡＤの関連に関する

調査を実施した。ＡＤ診断歴があるもの７６名を含む
１０１名の対象者で、年齢は３～９歳で幼少年者が対象
者であった。その結果を統計解析したところ、木綿
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アトピー性皮膚疾患（ＡｔｏｐｉｃＤｅｒｍａｔｉｔｉｓ：以下、Ａ

Ｄと略すことがある）が大きな発生をみてから早３０

年余が経過しようとしているが、これまでＡＤの原

因あるいは原因物質はダニや卵ではないかとして対

策が講じられてきたが、真の原因が判明していなか

ったために、対策は手さぐり的で試行錯誤のくり返

しであったようにみえる。私は、私が２０００年に実施

した調査の中からダイオキシン頻がＡＤの発病原因

ではないかと思わせる状況を確認したので、そのこ

とをご報告して、ＡＤ患者の自己防衛策のひとつに

役立つことを願う。



布団がＡＤの診断歴があることと関連性があるとの

結果があり、その他の設問であった住宅構造、部屋掃

除、布団干し等のダニやシックハウスに関連するで

あろう項目では関連性があるとなるものはなかった。

②はじめのうちはごく天然的な材料である木綿わ

たのどこがＡＤと関連するのかぜんぜんわからなか

ったが、調査したところ、木綿布団わたでは加工で

化学薬品処理をまったく行われることがないことが

わかったので、次に栽培工程を調べたところ、数種

の農薬が使用されており、その巾に枯葉剤を散布す

る工程があることがわかった。枯葉剤には、以前は

２、４、５-Ｔ（２、４、５トリクロロフェノキシ酢酸）と２、４、Ｄ

（２、４ジクロロフェノキシ酢酸）が使用されていて、

これらの農薬の農業分野での使川は、ベトナム戦争

で行われた枯葉作戦の終息があった１９６９年からその

残余が一般市場に放出されたときから始まった。そ

の結米のよさと安価さから世界巾の農業分野で行な

われることになった。ところが２、４、５-Ｔには猛毒性で

ある２、３、７、８-ダイオキシンが混濁してい‘了ご散布地域で

流産の問題が頻発したことを契機に、１９８０年代半ば

ころには製造使用が巾止された。その間１０年以上。も

使用されたのであった。
一方、２ふＤにもダイオキシン類の混湖はあるので

あるがこちらは低毒性であるとの評価の下に現在も

製造使川されている。そして綿花栽培では収穫前の

綿花島ｌｉ維が輿っ白な姿を樹上に出ｌしているときに、

収穫峙期を早めるために、また機械による収穫時に

茎葉の葉緑素が綿繊維を着色して価値が下がること

をないようにするために、枯葉剤を飛行機で空巾散

布する工程があるので、綿繊維に直接農薬がぶりか

けられ、難分解性であるダイオキシンが残留する可

能 性 が 考 え ら れ た。

③ダイオキシン類の存在が生理学的医学的にＡＤ

と関連しうるのかどうかについては、近年の分子生

物学の発達の中でその関連性がより明らかになりつ
つある。ダイオキシン類の存在下で免疫機能を司る

胸腺の縮小がみられることは以前からわかっていた

が、それに加えて免疫器官の変調によるインターロ

イキンなどの生体分泌物にアンバランスがおこって、

これが下でアレルギーを発症することが明らかにな

っ て き て い る。

④このように、ＡＤが木綿布団のわたを介してダ
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イ オキシン類と関連している可能性があることが判

明してきたので、ＡＤ患者が使用するあるいはＡＤ患

者の母親が使用する木綿布団わたをサンプルに提供

していただいて、実際に分析依頼したところ４つの

サンプルすべてからダイオキシン類の検出があった。

⑤いつ頃からＡＤの多発があったかを文献調査し
たところ、大学病院が実施した２つの調査報告書が

あり、そのどちらもＡＤの多発がおこったのは１９７０

乍すぎであることを示している。また別の資料では、

母乳中や食品中のダイオキシン頬濃度の最高ピーク

があったのは１９７３～１９７４年であることが示されてい

る。これらの状況は、先にみたダイオキシン類を含

有混濁した除草剤農薬の世界的な使用と無関係であ

るとはいい姚い。また、２００４年に迫加調売として私

が 実 施 し た 乳 幼 児 の Ａ Ｄ 発 症 に 係 る 疫 学 調 売 で は、

乳幼児のＡＤの発症は子ども自身Ｃこ原因がみられる

のではなく、母親の側に原因があるのではないかと

み う け ら れ る 特 徴 が み ら れ る。

それは３つあり、ひとつは母親の誕生年が１９７０～

１９７３年ころであるケース、ひとつは母親にＡＤが見

られるケース、ひとつは母親の誕生年、但し訓査対

象母親の誕生年はいずれも１５）６（）年代から１９７０年代や

ＡＤの有無に関係なく、また第一子にはＡＤがみら

れないのに第２子に突然にＡＤがみられるケースで

あり、父親との子のＡＤには関辿がみられない。こ

の母税にみられる特徴の共通点は、ダイオキシン類

の汚染の濃度がきわめて鳥かった１９７０乍代を生きて

きて、近年に子を出産していることであり、呆露を

うけたケースでの母親の体に蓄積されているダイオ

キシン類が胎盤や母乳をとおして子を汚染し、ＡＤ

の発症が起きているのではないかとの推洲は否定で

きない。さらに重症性成人ＡＤ忠者の２０名以上の方

に口頭ではあるが使用している布団の種類をお尋ね

したところ、全貝の方が木綿布団ですとお答えにな

られたことをも付記しておきます。日本が世界の巾

でもとくにＡＤが多いといわれるのは、世界の巾で

も綿繊維を布団わたに使川するのが日本くらいでは

な い か と い う こ と と の 関 辿 性 は な い の で あ ろ う か、

今後更に訓盃を拡允する必要があると思われる。

３、ダイオキシン類の発生と汚染経路
発生源は、大きく分けて２っあると考えられる。



ひとっは廃棄物の焼却や製鋼の熔解工程工程などの

燃焼工程であり、ひとつは農薬やかつてのＰＣＢ製

造におけるベンゼンや塩素を原材料・にした化学合成

工程である。燃焼行程での発生は周知のとおり施設

の改善等により抑制が図られて、一定の成果もあげ

られている。農薬の合成工程での発生は、日本国内

では製造の中止や製造原材料の高品質のものへの変

換によって対策が図られているが、外国での製造で

は、私が依頼分析した１９９０年代製の木綿布団わたか

らもダイオキシン類が検出されているし、また近年

のアメリカの報告書から２、４-Ｄ農薬を散布する従事者

の間に白血病患者が多くあるというようなことから

みると、現在も低コストを維持するために製造の原

材料・に不純物を多く含む低級品を使用している可能

性がある。そして２、４-Ｄ除草剤は、小麦、トウモロコ

シ、大豆、綿花等の栽培に広範囲に使われているの

であり、このような栽培で育成された汚染がある農

産 物 が 例 え ば 畜 産 に お け る 飼 料 な ど と な っ た と き、

卵の卵黄、チーズ、牛乳など脂質が多いもので食品

汚染がおこり、これを摂取したときにこれらに含ま

れるダイオキシン類が抗体になってＡＤを発症して

いるのではないかという推定も否定はできないので

あ る。

また魚介類も汚染海域で採られたものは汚染が大

きいので注意を要する。依頼分析を実施した布団わ

たのひとつは１９７０年の生産であり、３０乍を経過した

時点でもダイオキシン類が残留していて検出があっ

たのであるが、逆算して清算された当時の濃度を推

計すると少なくみても１００ｐｇ-ＴＥＱ／ｇを下らない（ダイ

オキシン類の半減期を４年と仮定した場合）状況が

あったと推定されるのであり、近年の食品中の平均

値が０．０５ｐｇ-ＴＥＱ／呂であり、また河川等の底泥の除去

の目安ともいえる環境基準値がＵ５０ｐｇ-ＴＥＱ／ｇであるか

ら、こちらに近いほどの非常に高濃度の汚染が存在

したとみられた。これが汚染経路の大きな部分を占

め た と 考 え ら れ る。

４ 、 ア ト ピ ー 性 皮 膚 疾 患 の 治 療 対 策

以上の調査結果からダイオキシン類がＡＤの原因

であるとみる私の見識からは、次のようなＡＤ対策

が提起される。

①ダイオキシン類の暴露蓄積を避ける。またできる

だ け 体 外 排 除 す る こ と。

１、ダイオキシン類の追加蓄積を絶対に避けること。

見方によっては食品からの汚染よりもひどいとみ

られる木綿布団のわたからの汚染を絶対に避けるこ

とが最も肝心であると思われる。木綿わたはほこり

となり就寝中も呼吸器、皮膚、消化管をとおして人

体汚染がある。木綿わたを使用するときは、無農薬

で栽培されたオーガニックコットンを使用するのが

無難である。次に同じように、畜産物の飼料で、そ

の栽培に２ルＤ等のダイオキシン類の含有の懸念があ

る農薬が使用された場合のものは避けることが肝心

である。外国産トウモロコシや大豆かすが使われて

いるものはダイオキシン類の含有が多いとみられる。

卵 で は 、 卵 自 体 の 蛋 白 質 や 脂 質 が 悪 い の で は な く、

また全部の卵が悪いのではなく、汚染された飼料で

飼 養 さ れ た も の に 限 っ て 悪 い の で あ る と み ら れ る。

従 っ て 、 卵 を 半 分 だ け 食 べ さ す と か 、 食 べ る 量 を

徐々に増やすとかいう療法は良くないのであり、汚

染がない卵を選んで食べることが必要である。酪農

においても古畳わらを飼料・として使用した場合には

昔のダイオキシンの含有が多かった影響で、牛乳の

抗汚染がおこることが考えられＡＤの発症との関連

が懸念される。そういうことを知りながら、できるだ

け布団や食品の選択をすることが肝心だと思われる。

２、ダイオキシンの体外排泄につとめること

方法は、断食により脂肪を結合している汚染物を

下ｙｌｔ極的に体外排出すること。小松菜やノリなどの葉

緑 素 を 多 く 含 む 食 品 を で き る だ け 摂 取 す る こ と で 排

泄 す る 方 法 も あ げら れ る。

②免疫力の向上をはかること

食事で緑黄色野菜をはじめ果物なども含めて様々

なものをまんべんなく摂食すること。適度な運動を

行うこと。適度な休養をとること、など。

参考文献
・ＦＡＯａｎｄＷＨＯ報告書（１９７０年版．１９７９年版）

・西岡清「アトピーは治る（誤解だらけの環境病）

１９９７年講談社ブルーバックス
・阿南貞雄「アトピー性皮膚炎の症状・診断・治療」

モダンメディシン３９-４３
・環境省、厚生労働省、農林水産省資料

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１３７０



ｊ’‾｀７’スベスト対策基本法」（仮称）の
立 法 提 言 に つ いて

●「 静 か な 時 限 爆 弾 」 - ア ス ベ ス ト

今、アスペストによる健康被害が大きな問題とな

っています。アスベスト被害の特徴は、３０～４０年と

いう長い潜伏期間、その間特に自覚症状がなく突然

発症に至ること、発病すると有効な治療方法がなく

死 亡 率 が 高 い こ と に あ り ま す。 こう し た 特 徴 か ら、

アスペストは「静かな時限爆弾」とも呼ばれていま

す 。

潜伏期間の長さから、アスベスト被害者数は今後

も増大すると予想されています。中皮腫だけでも死

亡者数は２０４０年までに約１０万人にも達するとの予洲

があります（肺がん患者は中皮腫よりもずっと多い

といわれています）。この数字は水俣病をはるかに上

回 る も の で す。

アスベストによる被害者は、アスベストを取扱う

労働者や工場の周辺住民だけに限りません。アスペ
ストは、天井や鉄骨の吹き付け材をはじめ、屋根の

スレート板や建材、断熱材、防音板、台所や浴室の
一部、自動車のブレーキ、電気こたつ・ヘアドライ

アーなどの電気製品に至るまで、３０００を超える種類

の製品に使われており、劣化・損傷や改修により飛

散して、私たちの誰もがアスペストに触れる可能性

が あ る の で す。

● 国 の 対 策 の 遅 れ

皆さんの中には、アスベスト問越は既に終わった

のではなかったのか、と思われた方も少なくないの

ではないでしょうか。確かに、過去、何度かアスベ

スト問題が取り上げられました。近くは１９８７年頃に

も 、 学 校 の ア スベ ス ト ・ パ ニ ッ ク が 起 き て い ま す。

し か し 、 国 の 対 策 はそ の 場 し の ぎの 対 応 に 終 始 し、

アスベストの使用禁止や完全除去といった抜本的措

世は諸じられなかったのです。

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．３７

国 民 会 議 事 務 局 長 中 下 裕 子

国際的に見ても、わが国の対策の遅れは明らかで

す。１９８０年代から９０年代にかけて、諸外国では、も

はやアスベストの「管理使用」は不可能であるとし

て、「使用禁止」へと大きく転換しました。ところが、

日本は、あくまでも管理使用可能との姿勢を収り続

け、全面使用禁止の方針を掲げたのは、ようやく昨

乍１０月のことでした。１９８６年に採択されたＩＬＯ条

約にも反対の立場を取り続け、同条約を批准したの

は、採択後１９年を経た本年８月のことでした。

● 対 策 の 遅 れ の 原 因

こうした遅れの原因は、まず第一に、産業優先・

人命軽視の姿勢や意思決定にあったと言わざるを得

ません。このような姿勢は、水俣病など過去の公害

事 件 に すべ て 共 通 して い ま す。 そ して、 そ れ は 、 残

念ながら今もあまり変わってはいません。先般、今

回のアスベスト問題が起きた後で、それに対処すべ

く設置された環境省の検討会の座長に、業界団体で

ある日本石綿協会の顧問を長く務めていた桜井治夫

氏が任命されていたことが新聞報道されました。世

論の非難を受けて、さすがに桜井氏は辞任されまし

たが、この例は、産業優先の意思決定の実情を如実

に示しているものといえます。

言うまでもありませんが、いかなる産業といえど

も、人命を犠牲にして成り立つ生業などありません。

水俣病を引き起こしたチッソや最近の雪印に至るま

で、いくっもの実例がそれを証明しています。アメ

リカでは、アスペスト製造企業は既に相次いで倒産

して い る の で す。 そ の こ と を 、 産 業 界 は も と よ り、

行政の担当者は、今度こそ、頭にたたき込む必要が

あ る と 思 い ま す。

対 策 の 遅 れ を 招 い た も う ひ と つ の 大 き な 要 囚 は、

縦 割 り の 省 庁 ご と の 通 達 （ 行 政 指 導 ） 中 心 と い う、
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こ れまでの対策の手法にあります。このため、情報

伝達が円滑に進まず、また対策のあり方についての

基本的考え方も共有化されず、その結果、すみやか

な 法 規 制 や 総 合 的 対 策 の 実 施 に 至 り ま せ んで し た。

この点も、過去の公害事件と共通しています。

● 国 民 会 議 の 提 言

今回の八二ック後、国は、７月２９日に関係閣僚に

よる会合を設置し、これまでに３回にわたって会議

を開催し、対策を発表しています。しかし、その内

容を見ると、新法を作るのは被害者救済のみで、そ

の他は、従来通りの縦割りの、行政指導中心の対策

にとどまっています。今後の被害拡大を防ぐために

極めて重要な既存のアスベスト対策も、明確な方向

性 が 示 さ れて お り ま せ ん。

ま た 、 国 は 、 過 去 の 対 応 の 検 証 も して い ま す が、

特に落度はなかったという弁解ばかりが目立ってい

ます。もし落度がなかったというのであれば、いっ

たい、なぜ、今日のような深刻な被害が出てしまっ

たというのでしょうか。これは、余りにも無責任な

総 括 と 言 わ ざ る を 得 ま せ ん 。 こ の ま ま で は 、 到 底、

被害の拡大をくい止めることはできないのではない

内閣府
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で し ょ う か。

そ こ で、 国 民 会 議 で は 、 こ のような国の姿勢に対

して反省を求めるとともに、抜本的対策のあり方を

早 期 に 提 言 すべ く 、 ８ 月 に ア ス ペ ス ト チ ー ム （ 座

長＝中地重晴氏）を設置し、石綿対策全国連絡会議、

中皮腫・じん肺・アスペストセンターなどのＮＧＯ

の方々の協力の下に、総合的かつ計画的にアスペス

ト対策を進める基本法の制定を求める提言を作成し、

９月２１日に内閣総理大臣宛に提出しました。この提

言 は 、 前 号 の ニュ ース レ タ ー に 同 封 して、 会 貝 の 皆

様 に お 届 け して い ま す。 提 出 と 同 時 に 、 環 境 省 ・ 厚

労省の担当者と意見交換を行いました。さらに、自

民党、公明党、民主党、共産党、社民党の関係議貝

にも提出して立法化を要請しました。

こ う し た 活 動 は 、 Ｎ Ｈ Ｋ ニュ ース や 、 朝 日 新 聞、

神戸新聞などでも取り上げられ、ＮＨＫの番組「あ

すを読む」でも解説の中で取り上げられるなど、反

響を呼びました。その後、民主党が私たちの提言の

趣旨を取り入れた法律案を発表しました。政府にお

いても、既存アスペスト対策を実施するための建築

塞準法の改正作業が始まりました。少しずつではあ

りますが、私たちの提言が効果を及ぼしつつあると

い え ま す。

政府では、来年の通常国会で新規立法・改正法の

成 立 を 目 指 して い ま す。 今 度 こそ、 抜 本 的 な 解 決 が

実現されるよう、国民会議では、今後もＮＧＯとの

連携を強化しつつ、各党国会議員や行政担当者への

働 き か け を 進 め て い き た い と 考 えて い ま す。 ぜ ひ、

ご支援、ご協力をよろしくお願いします。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ、３７●



解体期に入る日本の住宅と
アスベスト

１． ア ス ベ ス ト の ９ 割 は 建 材 に

近頃アスペストによる健康被害がマスコミでも取

沙汰されていて、筆者にも相談件数が増えてきてい

ます。アスペストは有害化学物質ではなく、天然の

鉱物資源から作られたものであり、微細な繊維質を

有しています。アスベストは耐熱性に優れ、５００℃や

それ以上の高温でも安定していて、耐火被覆材とし

て広く使用されてきました。アルカリや酸にも強く、

その他の化学物質にも安定した抵抗力を持つと言わ

れています。非常に細かい繊維質で中空管状になっ

ているので、熱伝導率が低く、保温材や保温と防音

を兼ねて、一時期多くの住宅やマンション、オフィ

スなどの吹き付け天井材として使用されてきました。

また、人工的に作る無機・有機繊維よりも著しく絹

いので、耐薬品性や耐熱性を生かして、織物上にし

た製品が多く作られました。

上記の性能を有し、かつ安価な為建材には有害化

学物質と同様に、建築物に大量に使用され日本のア

スペスト使用量の９０％が建材だと言われています。

２ ． ど こ に 使 わ れ て い る か

気になる住宅にはどの部位に使用されているのか、

写真１

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．３７

建築家・国民会議常任幹事相根昭典

図を参照して下さい。（イラスト）

最も注意を要するのは、内部に露出している吹き

付けアスベスト含有建材であり（写真１・２）、上階

の防音効果が期待できるマンションの天井材として、

直接吹き付けるだけの施工が流行のように使用され

てきました。悪い下地を隠し仕上感が良いので、ロ
ーコストかつ施エコストが低く抑えられるのが普及

した理山ですが、固定されていないので経乍劣化と

共にパラパラと落下したり、浮遊粉塵と共に室内空

気中に漂っているので、とても危険な状態にありま

す。主な吹き付けアスベストとしては、

① 吹 き 付 け バ ー ミ キ ュ ラ イ ト （ ひ る 石 ） 住 宅 の

天井材として、とても使い勝手の良い建材です。

② 吹 き 付 け ア ス ベ ス ト 鉄 骨 や ビ ル 建 築 に 多 く 使

川されています。（昭和５０年に禁止）

③ 吹 き 付 け ロ ッ ク ウ ー ル 吹 き 付 け ア ス ベ ス ト の

代 替 品 と して し ば ら く 使 川 さ れ ま し た。

次に注意を要するのは、室内に使用されているア

スベ ス ト 成 形 板 で す。

① 石 綿 ス レ ー ト セ メ ン ト と ア ス ペ ス ト を 主 原 料

にして、混和剤を混ぜて成形したもので、建設現場

写真２

し
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では「フレキシブルボード」と呼んでいます。塗装

やタイルなどの下地として広く普及しています。

② 石 綿 セ メ ン ト パ ー ラ イ ト 板 石 綿 セ メ ン ト 板 の

軽量化を計ったもので、使用部位はほぽ同様です。

③ ケ イ 酸 カ ル シ ウ ム 板 セ メ ン ト 石 灰 質 と ケ イ 酸

質、アスペストを主原料として抄造成形したもので

す。軽量で寸法精度が高いので、室内の下地材とし

て、ほとんどの住宅に使用されているといっても過

言ではないくらい普及しています。

④セメント系サイディング・窯業系サイディング

セメント質とアスペストを原料として外壁に使用さ

れ て い ま す。

⑤ 屋 根 用 石 綿 ス レ ー ト カ ラ ー ベ ス ト や コ ロ ニ ア

ルと称され、新建材で作られた住宅のほとんどがこ

の屋根材を使用しています。経年劣化と共に飛散の

恐 れ が あ り ま す。

⑥ ビ ニ ル 床 タ イ ル 一 般 的 に Ｐ タ イ ル と 称 さ れ、

アスペストを５～２０％ほど含み、炭酸カルシウム

などで成形したものです（写真３）。キッチン、トイ

レ、洗而室などの水廻りの床に多くみられる３０ｃｍ角

の 仕 上 げ 材 で す。

１９７５年にアスベストが、重量比で５％以上の・もの

は表示が義務づけられ、１９９５年には１％に下げられ

てはいるか、これは製品によっては表示がなくても

ゼロではないことを意味し、現在も使用され続けて

い る と い え ま す。 現 実 に は ほ と ん どの 住 宅 に ア スペ

ストが含まれた建材が使用されています。解体時に

は注意が必要となり、国交省でも作業手順が義務付

けられています。しかし、一般住宅はこれまで４０年

間ものあいだ新建材で作り続けられ、これから寿命

の短い日本の住宅は解体期に入ります。膨大なアス

ペ ス ト 処 理 が 必 要 と な ってくる の で す。 ア スペ ス ト

や化学物質に詳しい専門家の育成が急務といえます。

に
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外壁ｉサイディング

万２（ｘ）２便用中止

配管保温材

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１３７０

大井羽：ケイ酸カルシウム板１９９３便Ｊ１９止

マフレキシブルホード２ｃｘ）１阪充中止

限月．Ｐタイル

双 長 尺 塩 ビ シ 一 ト

洗面所

便所

床１わビこルタイルｔ三三安淡な緩中止

Ｐタイル・長尺塩ピシートなど

廊下

居間

個室

壁木地材-
：石肯ボード

醐畷・化粧石綿スしート１鴎２使胴中止
７‾一軒で約４５０Ｋｇのアスベスト

寝室

食家富・台所

弁打丿化粧天弁豺-
唐錦吸嗇板１佃７使用中止

パ 丿 ぢ

床 材Ｐタイル１９卵侠用ｐ止-
長尺塩ピシート１９ｓａ使用巾止



公開学習会

「日本の米は大丈夫？
汚染」．．一一こ二こ＼

凪

‰

米のカドミウム

２００５年７月３０日（土）東京・青山「環境パートナーシップオフィスｊにて
講師：元東京都健康安全研究センター主任研究員小野塚春吉さん

きこ

現 在 、 コ ー デ ッ ク ス 委 員 会 ＊ で 国 際゛

基 準 値 っ く り が 進 め ら れ て い る 食 品 の ■

カドミウム汚染、特に日本にとっては

最も重要な、米のカドミウム汚染について、東京都で

長年にわたり都内搬入米の検査に従事してこられた元

東京都健康安全研究センター主任研究員の小野塚春吉

先生にお話を伺いました。

水銀と同じ重金属であるカドミウムの予備知識から

始まって、人体汚染、米などの汚染実態、その原因、

国際基準値をめぐる動き、日本政府の対応についての

問題点まで、米のカドミウム汚染についてお話を伺う

ことができました。以下にその概要を簡単にお知らせ

し ま す。

１ 。 日 本 人 の カ ド ミ ウ ム 摂 取 量 は 高 い

カドミウムは水銀と同じように人体にとって全く必

要のない重金属の一種です。生涯にわたり摂取しても

健康に影響がないだろうとされている量として、暫定

耐容週間摂取量が７μｇ／ｋｇ（体重）と国際的に評価され

ています。日本人の平均的な週間摂取量は４～５μ

ｇ／ｋｇ（体重）で、世界的にみてかなり高く欧米の２、
３倍になります。中でも東京の人の腎皮質中カドミウ

ム濃度が世界でもっとも高いレベルにあるというデー

タもあります。おそらく、東京より東の地域は相対的

にカドミウム汚染地域が多く、東京に搬入される米は

こうした地域のものが多いからだろうと推測されてい
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ます。毎日食べる米などの食品から摂取したカドミウ

ムはその約半分が腎臓に蓄積し、生涯累積摂取量が

２０００ｍｇ（２ｇ）を超えると腎障害を起こし、さらに蓄

積が進むと骨軟化症・骨粗しょう症を発症し、最終的

にイタイタイ病になります。また、発がん性があり、

環境ホルモン作用も疑われています。

２ 。 カ ド ミ ウ ム は 食 物 、 特 に お 米 、 か ら

身体に入るカドミウムの９０％以上が食物由来であ

り、そのうち米が約５０％を占めています。次いで野

菜・海藻１５．７％、その次が魚介類１５．３％などとなってい

ます。日本における米中カドミウムの基準値は食品衛

生法でＬＯｐｐｍとなっていますが、食糧庁が流通基準値

として０．４ｐｐｍを定めています。しかし、実際には

０．４ｐｐｍ以上のいわゆる「準汚染米」の流通が懸念され

ます。その理山は、生産者サイドにおける出術前の検

査態勢がきわめて弱いことです。また自治体の巾で消

費者サイドから継続してチェックをしているのは東京

都（年間約６００検体）と大阪府（同約２０検体）だけで

す 。

その東京祁の検査（小野塚：１９８１～２００２年）による

と、図からも読み取れるように、０．（）１ｐｐｍより濃度の

低い米の割合は年を追う毎に減ってきています。逆に、



それより高い方では年を追う毎に割合が増えていま

す。昔に比べると、きれいな米は減ってきており、米

のカドミウム汚染は進行しているといます。

その他の食品については、魚介類ではイカの内臓

（塩辛）や貝類の内臓、特にホタテ貝のウロ叫ｉ腸腺）
は注意が必要です。また、大豆もカドミウム濃度が割

と高く、農水省の調査では０．２ｐｐｍを超えるものが全体

の１６．７％もあります。大豆は、コーデックス委員会の

基準値っくりから「主要な摂取源ではない」との理由

から検討が中断されましたが、日本人の食生活では重

要な位設を占めており、日本独自で基準を設定するな

どの対応が今後必要かと考えます。

３ 。 な ぜ 日 本 の 米 の カ ド ミ ウ ム 濃 度 は 高 い

農水省の調査によると米の年間生産高のうち０２ｐＰｍ

を超える米が３．３％、０．４ｐｐｍを超えるのが０．３９で、その

他の農産物も概してカドミウム含有量が高くなってい

ます。その原因は農耕地が汚染されており、日本中ど

こへ行ってもカドミウム汚染地帯があるからです。日

本では昔から全国各地で亜鉛や銅の鉱山が多数開発さ

れ、カドミウムが環境に放出されてきました。そうし

た鉱山や製錬所などから流れ出た廃水や排煙に含まれ

るカドミウムが耕作地を汚染してきたからです。イタ

イタイ病で有名な神通川流域の汚染はその典型例で

す 。

４ 。 も う 一 つ の 汚 染 源 ？ ニ ッ カ ド 電 池

１９９０年代以降、日本は、世界一のカドミウム消費大

国になりました（２００４年は、４８１６トン、世界の２５．４％、

世界第二位）。その最大の用途はニッカド電池（９０％

以上）です。現在、使用済みニッカド電池もようやく

業界に自主回収するよう義務付けられましたが、回収

率は低く３０％台に留まっているようです。一部は普通
ゴミと一緒に焼却されていると思われます。１９７０年代

の調査ですが、ゴミ焼却所周辺で作られた米から１

ｐｐｍ以上の「汚染米」が少なからず見つかっています。

今後、こうした地域の汚染訓査が必要であると同時に、

早急に回収率１００％を目指した回収ルートの構築が必

要と思われます。

５。米の基準値

ダダミ

日本政府の対応
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コーデックス委員会では、２００４年３月に日本政府が

コーデックス委員会の基準値案Ｃ）。２Ｐｐｍを（）却ｐｍに緩和

する修正案を提出し、その結果基準値案が緩和されま

した。しかし日本政府が提出した「意見書」には、重

要な問題点が含まれています。論拠とした論文の使用

方法等に問題があり、また「非汚染地からＯｊＰｐｍの米

が収れる可能性がある」などと、到底考えられない数

値を根拠とするなど、今後に問題を残しました。

暫定耐容週間摂取量を７μｇ／ｋｇとし、日本人の食生

活から基準値を試算（小野塚）すると０．１６ｐｐｍとなり、

変更前の（）．Ｓ２ｐｐｍはむしろやや高めの値です。

また、日本における疫学調査によれば０．１～０．２ｐｐｍが

米の基準値として妥当であるとされていることから

も、日本政府の対応には問題があるといわざるを得ま

せ ん。

毎日食べている米などの食物から体に徐々に薔積

し、健康被害として顕在化してくるカドミウム汚染。

「国民の健康を守る」という基本的な立場から、日本

政府の「前向き」な対応が望まれます。

＊コーデックス委貝会：ＦＡＯパＶＨＯ合同食品規格委員

会の通称名



容器包装リサイクル制度見直しに
関するパブリックコメント

１９９７年に施行された「容器包装リサイクル法」（以下

Ｆ容り法））は１０年後に見直されることになっていますが、
市民団体・関連業界・関係官庁がそれぞれ対応を検討して
い ま す。

市民団体の中では、当会議も参加している「容り法の改
正を求める全国ネットワーク」が全国の団体に呼びかけて
「容り法改正市民案」を発表したことはご存知の方も多い
と思います。
一方関係省庁は、経産省・環境省・島水省はそれぞれ審

議会を設立し数回にわたる討議の後、それぞれ「中間とり
まとめ」を公表し、８月初めにパプリックコメントを募集
しました。
当会議としては、１？（）００年にいち早く「容り法改正に関す

る提言」を発表しましたが、今回も３省の募集に対して意
見を提出しました。上記３省の「巾間とりまとめ」はそれ
ぞれの内容に若干相違はありますが、紙数の関係もありま
すので一番明快な（と筆者が評価する）島水省の「中問取
りまとめ」に対する意見を一部割愛／要約して報告しま
す 。

１．はじめに：

「食品容器包装のリサイクルに関する懇談会の中問取り
まとめ」は、大変印象に残る問題提起でした。特に、見直
しの基本視点のご指摘は、拡大生産者責任（以下ＥＰＲ）
の本質を短い文章で的碓に表現されており（注１）、なる
べく早い機会にこの理念が実現することを願っています。
（注１）容器包装の製造から利用、さらＣこは廃棄、リサイク

ルに至るライフサイクル余体にわたる費用のほか、環
境汚染などの金銭的評価が困離な費川も含めた、いわ
ゆる「社会的賞川」の最小化を目的とすること。その
際、容器包装廃棄物の発生抑制に充分配慮すること。

２。役割分担の見直し……ＥＰＲの重要性：

事業者・自治体・消費者の役割分担について、私たちは
ＥＰＲの原点に立ち戻ることが不可欠と考えます。その趣
旨で、以下３者の役割について分析します。
事業者：
①「事業者の役割」が分別収集・選別保管費用の一部を
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分担する程度では効果は極めて限定されます（注２）。
これでは、ＥＰＲの本来の目的である容器包装の生産

段階から発生抑制・再使用しやすい商品設計をする経
済的動機付けが働かず、現状の延長では既に限界に達
している軽量化など限られた効果しか期待できません。
（注２）（農水省中問とりまとめ：「小業者が分別収集・選

別保管費用の負担に慎重な態度をとることはやむをえ
ない而もある。」：なお、環境省・経産竹とも、事業
々ｉ‘は収集保管に関して一定の衣任を、と限定してい
る。）

②各段陪（生産・流通・消費・自治体）がそれぞれ役割を
分担すべきという主張は一見公平に見えますが、実質
的には公平さは保証されず、制度の複雑化を含めて社
会全体のコスト低減・不公正・恣意・癒着の根絶に結
びつきません。また、小規模業者・ただ乗り業者・ク
リーニング業界などの不公平問題も温存されます。明
快なルールを徹底して一義的に生産者が諸コス１ヽを負
担し、競争を通じて合理的に軽減されたコストを消北
者（納税者でなく）が負担するＥＰＲシステムこそが、社
会的コストを最小に抑える真に公平な仕組みだと考え
ま す。

③これら諸経費を一義的に事業者が負担することは「特定
の業界に過度の負担をかける」ことにはなりません。

明快なルールを徹底することで、業界での競争条件は
平等・公平であり、当該業界にとってむしろ製品の付
加価値が向上し、効率的な企業にとっては、ビジネス
チャンスは拡大する、と積極的に捉えている企業は多

数あります。環境政策は、目先の負担増回避より一段
高い視点から見識を持って、環境負術の低減・社会全
体としてのコスト軽減及び長期的な産業活性化を重視
すべきです。

自治体：
わが国では既に市町村によるゴミ回収システムが確立し

ていることは指摘の通りですが、反面コスト分析・公開が

不充分で民間業者に比べてコストが相当割高であることも
多くの場合事実です。
中間取りまとめでも経費の透明性が指摘されています

が、指摘だけでは作文に終わる可能性が高く、情報公開の



徹底と競争原理の導入が不可欠と考えます。
事業者が収集以降の費用を負担することで商品設計段階
からコスト削減が動機づけられ、収槃以下の業務自体も自

治体と事業者（委託業者を含む）との競争原理の導入でコ
スト低減効果が相乗的に働きます。
消費者：
消費者が３Ｒ実現努力をするためにも、３Ｒに必要な全
コストが商品価格に反映されている方が効果的であり、か
つ公平です。納税者負担では消費者＝排出者の３Ｒ努力に

対する誘因になりません。
消費者意識改革のために環境教育・エコ表示・学習や啓

発の充実｜；ｋ必要であることはご指摘の通りです。一方、経
済合理性に基づく行動がさらに効果的であることを私たち
妓１こ肌験的に知っています。

３。その他の発生抑制・再使用の方策

（１）リターナブル容器の利用促進、（２）デポジット制度
①リターナブル容器がワンウェイ容器に比べて、環境負
荷・コスト万三の有効利川
いずれの面でも原理的に望ましいことは明らかです。

もちろん、輸送距離等によっては必ずしもそうでないケ
ースがあることは事実ですが、例外的なケースを過大視

しては政策論が混乱します。現状のようにリターナブル
がワンウェイに比べて逆優遇されている制度は環境政策
として正しくありません。ワンウェイ容器に環境・資源
税を賦課し、リターナブル容器の回収コスト支援やデポ
ジットシステム普及促進に充当することが政策としての
正しい方向です。

②ライフスタイルの変化で、仮にＥＰＲを尖施してもリター
ナブルからワンウェイヘの転換が避けられまい、とい
うご指摘は正しいと思います。しかし、それはワンウ
ェイ容器が、不当に優遇された低コストでの評価では

なく、環境・資源政策上負担すべき諸経賞を負担した
十。での選択であるべきです。

（２）容器包装廃棄物の収集有料化：
容器包装廃棄物の収集有利・化は、消費者（排Ｉ中Ｉ者）段附
での多色生抑制効果はある程度川待できますが、以下のよう
な亜大な欠陥があるので反対です。
ノト法十覚棄が増えます。料金が低額では効果が薄れ、鳥額

に設定すれば不法投棄が増えることは経験的に実証されて
います。不法投棄防止や不公皿ニ防止のための監視には、そ
の徹底のためＣこ不可避な監視システムに行政コストの大幅

増人をもたらすか、不徹底・不公正のｉ１４床になります。
生産者に季？ＩＷＩ設計段階から発生抑制および再使川・リサ
イクルしやすい商品を工夫する経済的動機付けが働きませ
ん。この点は収集有料化の重大な欠陥です。

４
（１

その再商品化の合理化：
）「その他プラスチック」製容器包装廃棄物の再生品化

手法の見直し：
①材料リサイクルの見直し：
・環境負荷を低減しつつ社会的コストを下げることは、本

法を含む環境関連法の原点ですが、商品の生産・加工・
輸送・消費・再使用・廃棄処理・最終処分全ての段階で
のトータルとしてライフサイクル全体での評価が重要で
す（ＬＣＡ）。
・特に「その他プラスチック」のリサイクルに関しては、

複雑な素材・異物の混入・多様なリサイクル技術などの
要素が複雑に絡み、正櫛な費用の分析及び効果の量的把
握に関する科学的于法が確立しているとは云いがたい状
況 で す、
・その結果、局部的な環境負荷だけが比較されることも多

く、トータルとしての正碓なｙｉご吊分析不在のまま、感情
論が優先する場面すら珍しくありません。これでは科学
的な環境対策は期待できません。
・ＬＣΛが、前提条件の世き方によって左右される限界を

ふまえた上で、なるべく客観的なＬＣＡの定量分析が急

務です。複数の第３者機関による完全な情報公開のもと
でのＬＣΛの定よ１１分析が亜要だと考えます。定吊化困難
な環境負荷に関しては前提条件を明記した上での比較と
技術革新による不断の見直しが不可欠です。
・その意味で、材利丿サイクル・ケミカルリサイクル・熱

回収といった類型による機械的な優劣ではなく、トータ
ルとしての環境負荷・コスト低減・資源対策・環境意識

など総合的な判断が重要とのご指摘は正しいと考えま
す 。

②入札制皮の見直し：
現状でもリサイクル北用が異常に高いとしばしば指摘
されています。指定法人のあり方を含め、「透明性」を

謳っただけでは実効は保証されません。情報公開の徹底
と競争を担保する仕組みが重要です。

③リサイクル手法の拡大：
リサイクル技術開発のための財政支援は有益だと考え

ます。ただし、雍着や利権の温床になりやすい分野だけ
に、介業機密など限られた例外を除く情報公開の徹底と
普及までの一定刈間に限定するなどの配慮が不可欠で
す。

５。公平性の確保：
（１）「ただ乗り業者」「小規ｔダＳこＪｆ業者ＪＦクリーニング袋」
など：

①いずれも公１１１性に問題があります。小規模業者につい
ても線引き前後での不公平は残りますし、公平を期す
ための行政コストは膨大になります。

②拡大生産者責任を徹底すれば、この問也は最初から存在
せず、最も公平です。
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日本リスク研究学会
「予防原則」セッションに出席して

１１月１３日、午後２時４０分から、第１８回日本リスク研

究学会の特別セッション「予防原則」が、大阪大学コ
ンペンションセンターで開かれた。（演題は文末に記

載のとおり）

この企画は筆者が提案した。その理由は次のような

ものである。２００５年７月に環境省が「第三次環境基本

計画に向けた考え方（計画策定に向けた中問とりまと

め）」（中央環境審議会総合政策部会）を発表し、パブリ

ックコメントが募集された。第二次環境基本計画＊は

既存の日本の法制度の中では、［予防原則］の精神を

最もよく反映している文書であるが、世界の流れを汲

んで、この中問取りまとめでは、「予防原則」の精神

がより具体的に明記されている。そうした背景を受け

て、より広い分野の人に議論してもらうための機会と

考え、企画提案した。多分野からのアプローチの企画

が高く評価され、本学会の中心的セッションのひとつ

に位置付けられた。参加者も多く、各報告もいずれも

興味深い内容であった。議論も極めて活発に行われ、

峙間が足りない程であった。本セッションは成功裡の

うちに終了したといえよう。各報告の要約を以下のと

おり紹介しておく。

１．送電線による電磁波と携帯電話の電磁波のリスク

をどのように理解しているか、あるいは予防原則の考

え方を支持するかどうか、などに関するアンケート調

査の報告である。この結果では、極低周波電磁波のリ

スク研究結果のＨＰを見て情報を得た後は、８０％の人

が予防原則の適用に賛成であった、という結果を示し

た 。

２．ＥＵによる臭素化姚燃剤のＰＢＤＥ３種類のリス

クアセスメント結果を踏まえ、予防原則に基づいて直

ちに規制を行ったもの、あるいは規制を行わなかった

ものがあったのは、それぞれ不確実性の種頬や大きさ

を理由としている、とした。

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．３７

国民会議常任幹事大竹千代子

３。予防原則は、どの国でも産業と公害との関連にお

いていずｊ・し必然的に到達する考え方だか、そのスピー

ドはさまざまである。また、リスクが潜んでいるさま

ざまな分野で普遍的に予防原則が必要となる。例とし

てナノ技術を取り上げ、そのベネフィットが十分リス

クを上回ることが判るまで、使うべきではない、と述

べ た。

４．「予防原則」をめぐる諸議諭につき、法的観点か

ら、①予防原則の発動条件、②発動する場合の措置の

内容、③適用の決定手続の３側面に分けて問題を整理

した上で、個別論点を考察した。その上で、基本計画

には法的強制力がないので、こうした論点を踏まえた

早期法制化を提案した。

５．環境倫理の立場から、予防原則とリスクマネージ

メントは科学的不確で芙性に対して政策を立てる際の合

理的なツールであり、データ不足と言い切れない本質

的な不確実性（科学技術の根源的不確実性）の存在を前

提に、政策決定がなされるべきであろう、と述べた。

○特別セッション「予防原則」の演題

１．「電磁波リスクの社会的なガバナンスと予防原則」

青柳みどり（国立環が２研究所）

２．「ＥＵの化学物質のリスク管理における予防的ア

ブローチの意義～ＰＢＤＥを調査事例として～」

神崎雅也（大阪大一工・環境・エネルギーエ学）

３．「予防原則の歴史的必然性と普遍性」大竹千代子

（化学物質と予防原則の会）

４．「法的アプローチから見た予防原則の現状と今後

の展望」中下裕子（ダイオキシン・環境ホルモン

対策国民会議）

５．「科学技術の根源的不確実性と予防原則」鬼頭

秀一（東京大・新領域創成科学）
＊国民会議ブックレットＮ０．４『公害はなぜ止められなか

ったか一予防原則の適用を求めてＪ参照



「化学物質汚染のない地球を求める
東京宣言」賛同署名を提出しました！

国民会議事務局長中下裕子

国民会議も参加する「化学物質汚染のない地球を

めざす東京宣言推進実行委員会ｊ（有害化学物質削減

ネットワーク、化学物質問題市民研究会、ＷＷＦジ

ャパン、全国労働安全衛生センター連絡会議及び国

民会議の５団体により結成）では、２００５年２月から、

東京宣言についての賛同署名を呼びかけるキャンペ
ーンを展開してまいりました。

国民会議の皆様にも署名活動に多大なるご｜窃力を

いただきました。お蔭様で、１０月１５日までに、個人

署名２０、８０２名、剛体署名１３１団体と多くの方の賛同・

署名をいただきました。

そこで、実行委貝会では、去る１１月７日、これら

の署名簿及び東京宣言の内容を日本の環境政策の中

で実現することを内閣総理大臣に求める要望書を、

内開府に提出してまいりました。

提出を機に、環境省と経産省の担当者と意見交換

を行ないました。現在、国では、官民辿携既存化学

物質安丿包恰｜青報収槃・発信プログラム（ジャパン・

チャレンジ）として、年間製造・輸入量が１、０００ｔ以

上の高生産量の化学物質について、２００８年までに、

安全性データを収集する事業者を募集し、情報発信

するプログラムに着手していますが、両省とも、Ｅ

Ｕの新化学物質政策（ＲＥＡＣＨ）に代わるものと

して、この取組みを重要視しているようです。

確かに、従来は専ら国の責任（費用）で行われて

きた既存化学物質についての安でｌｔｌ生点検を、事業者

の自主的取組みにすること自体は望ましいこととい

えます。しかし、果たして自主的取組みだけでカバ
ーできるか、圧倒的多数を占めるｌ、０００ｔ未満の物質

はどうするのかなど、まだまだたくさんの問題が残

されています。

また、原料採取から、製造、使用、廃棄に至るま

で、ライフサイクル全体を通じての化学物質管理や、
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縦 割り省庁の枠組みを超えた総合的化学物質管鯉、

予防原則卜代替原則・情服開示原則に基づく市民参

加の下での化学物質管理をどう実現するのか、など

の重要な課題も未だ手っかずのままです。

このように、日本の化学物質管理のあり方をめぐ

ってはまだまだ問題が山積しているのが実情です。

私たちは、東京宣言の理念が一日も早く日本の環境

政策の中でも実現されるよう、今後ともＮＧＯ同士

の連携を強めながら、持続的に働きかけをしていき

たいと考えています。引き続き、ご支援をよろしく

お 願 い い た し ま す。
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回 ＝ 一 一。
おかげさまで、今年も無事に年次総会を行なうことができました。総会と記

念フォーラムの詳細は次号のニュースでご報告予定です。
今回は、国民会議としては初めて、２日間連続開催ということで行ないまし
た。全国各地からわざわざこのために東京に来ていただく会員さんもいらっし
ゃるのだろうから、何も１日で終わらせることはなかろうという思いつきでの
企画でした。当初は、合宿形式にしようということで企画を始めましたが、探
してみるとなかなか合宿できるような良い場所が見つからず、緒果、中野サン
プラザで２日連続開催となったわけです。となると２日目の日曜日の午前中が
記念講演会というスケジュールになり、果たして何人参加者がいるかというこ
とが、開催日時が迫るにつれて不安になりました。昔の講演会の参加者名簿を
ひっくり返して案内をしたり、中下事務局長の事務所でも夜なべをして知り合
いにファクスで案内を流すというご苦労をされたようです。
東京以外から泊り込みで参加される会員の方もさっと多数いるに違いないと

いう趣旨だったのですが、うまく皆さんに伝わらなかったのではないかと不安
でした。しかし夜の交流会で、少なくとも３人は会場に宿泊しておられ、仙台
から日帰りで両日とも参加してくださった方もおられたことがわかり、関係者
一同（中下、下条、植田）大感激したという次第でした。（植田）

編集後記広報委員会委員長

回 。 ＝ ９ ・ Γ Ξ ・ ・ ・ ・ ・

９月８日常任幹事会開催
９月１７日国際市民セミナーＦどうなるＥＵの
新化字物質政策 -ＲＥＡＣＨをめぐる議論と
展望丿開催（主催：化字物質汚染のない地球
をめざす東京宣言推進実行委員会）
９月１９日フォーラム「アメリカのＮＰＯに学
ぶ、子供の健康と環境汚染」開催（主催ｙし
イチェル・カーソン日本協会）
９月２１日「アスベスト対策基本法」（仮称）
の立法提言を内閣総理大臣、環境大臣、厚生
労働大臣宛に提出
食品チーム会議開催
新子どもチーム会議開催

１０月６日Ｆ改正行政手続法でＮＰＯ・国民の
「意思決定における市民参加ｊはどうなるか」
開催（主催：オーフス条約を日本で実現する
ＮＧＯネットワーク）
１０月１３日常任幹事会開催
１０月１９日食品チーム会議開催
１０月２９～３０日年次総会開催。記念フォー
ラムとして食品・アスベストの分科会と、講
演会を開催

佐和洋亮

く、昆虫によって花粉を媒介させる花セイタカアワダチソウ
この秋も、全国行く先々で、派手な

黄色い花のセイタカアワダチソウの花
の群生が目立つ。
如何にも外来種の花というイメージ

で、赤とんぼ群飛びススキがなびく日
本の秋の風景とはおよそ似つかわしく
な い。
同じ北米からの移入種であって、他

の魚を喰い尽くすという評判の悪いブ
ラックバスのように、セイタカアワダ
チソウも花粉症の原因になるという噂
があり、あまり快く思っていなかった。
子供の頃、ネズミを駆逐するために１
匹幾らかで役所が買い取っていたこと
があったが、セイタカアワダチソウも
これを駆逐しないと、日本中の美しい
草花が侵食され、また、ぜんそくも蔓
延するのではないかと思っていた。

と こ ろ が 、 調 べ て み る と 、 セ イタ カ
ア ワ ダ チ ソ ウ は 杉 や ヒ ノ キ な ど と 違 っ
て、 花 粉 症 の 原 因 に な ら な い こ と が ほ
ぼ 定 説 で あ る。
ま た 、 そ の 激 し い 繁 殖 力 も 、 自 ら 花

粉 を 風 に 乗 せ て ば ら ま く 風 媒 花 で は な

＠ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．３７

であり、全国に蔓延したのも本人のせ
いではないらしい。
それのみか、地中深さ５Ｄセンチ位の

ところの土壌の栄養を摂って成長する
植物だが、最近は、その部分の栄養を
使い尽くして成長の度合いが減り、従
前は３、４メートルの背丈のものもあっ
たが、最近は高さも花の大きさも小振
りになっているようだ。つまり、セイ
タカアワダチソウ自らが、日本の風土
に同化してきたともいえる。
見かけや噂によってこの花を有害花

だと思い込んできたが、その認識を改
める必要がありそうだ。

こ れ に 対 して、 例 え ば 、 ス ズ ラ ン は
そ の 全 体 に 毒 が あ り 、 間 違 って 体 内 に
入 る と 嘔 吐 、 下 痢 、 心 不 全 な ど を 起 こ
し 、 ア サ ガ オ も 、 そ の 種 は 毒 性 が あ り、
同 じ よ う な 症 状 を 起 こ す の で 間 違 って
口 に 入 れ た り して は な ら な い。
美 し い 花 に も 毒 が あ る 。 人 も 、 見 か

け や 噂 だ け で そ の 人 を 判 断 し な い 方 が
よ い。

ダイオキシン
国民会議

環境ホルモン対策
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